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本　　　店
千本杉支店
甘 木 支 店
羽犬塚支店
北 野 支 店

☎0942-33-2101
☎0942-43-7715
☎0946-22-3729
☎0942-53-3111
☎0942-78-7741

白山町支店
一丁田支店
八 女 支 店
津 福 支 店

☎0942-33-4151
☎0942-21-5922
☎0943-23-4181
☎0942-39-0188

花 畑 支 店
吉 井 支 店
広 川 支 店
善導寺支店

☎0942-32-8326
☎0943-75-3195
☎0943-32-0287
☎0942-47-5335

詳しくは、お近くの〈ちくしん〉窓口までお尋ねください。

定期預金・定期積金も、
筑後信用金庫で。

《交通事故傷害保険付》年金ご入金時（2ヶ月に1度）の積金です。

■ご利用
　いただける方

原則として60歳以上で当金庫にて公的年金を
受け取っている方、または新たに受け取られる方

■預 入 期 間

■預  入  額

■取 扱 期 間

お一人様 500 万円まで

平成 29 年 3 月 31 日（金）まで

1 年

※定期預金は預金保険制度の対象と
　なります。当金庫に複数の口座が
　ある場合（決済用預金を除く）は
　預金元本 1,000万円までと、その
　お利息が保護されます。
※お利息には20.315％の分離課税
　が適用されます。
※この定期預金を満期日前にご解約
　された場合には、普通預金金利が
　適用されます。

※定期積金は預金保険制度の対象と
　なります。当金庫に複数の口座が
　ある場合（決済用預金を除く）は預金
　元本1,000万円までと、そのお利息
　が保護されます。
※給付補てん備金には20.315％の
　分離課税が適用されます。
※この定期積金を満期日前にご解約
　された場合には、普通預金金利が
　適用されます。

■ご利用
　いただける方

当金庫で年金をお受け取りいただいている方、
また新しく年金をお受け取りになる方で、本積立
契約期間中、年金を振り込んでいただける方。

■積 立 期 間

■積 立 金 額 10,000 円以上（1,000 円単位）
※自動振替のみのお取扱いとさせていただきます。

1、2、3、4、5 年

■掛　込　日 偶数月の15日（年金振込日）を基準日（休日の場合
は翌営業日）とし、年６回の掛込となります。

■そ　の　他
定期積金ご加入者を被保険者とした交通事故傷害
保険（保険料当金庫負担）に自動加入となります。

ふれあい定期 500

ふれあい定期積金

適用利率については、窓口または渉外担当者にお尋ねください。


